
 

 

 

図２ 地盤面の指定（住居系用途地域と用途地域指定のない区域） 

＜建築基準法第５２条第５項に基づく指定＞ 

 

地階の容積率緩和を使わない場合 地階の容積率緩和を使った場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

容積率に算入 

されない地下 

地階のうち全体の床面積

の 3 分の 1 までは容積率

に算入されないことから、

緩和により、床面積が増え

る部分 



 

 

 

条例による制限イメージ 
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されない地下 

＊第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域は、階数 4 までとする。 


